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居宅介護支援 重要事項説明書（契約書第 11条料金等別紙） 

（令和7年 4月 現在） 

事業所  介護支援センター紫野きらく庵（ 指定番号：２６７０１０１０８４ ） 

所在地  〒603-8228 京都市北区紫野東舟岡町27番地15   

電 話  代表：075-415-8585  （営業時間外）090-3840-7191 

管理者  浦野 美奈子            

サービス提供地域  京都市北区・上京区（但し 北-西賀茂車庫 西-馬代通り 南-丸太町通り 東-鴨川の範囲内とする） 

※標記のサービス提供地域内では交通費は無料ですが、地域外の方で相談に関して訪問する場合の交通費は、通常実

施地域との境界を起点として、原則以下の額を頂戴いたします。片道１ｋｍ毎に２００円 

営業日    月曜日から土曜日までとする。但し 12月29日～1月3日を除く 

営業時間   月～土 9：00～17：00 

 

職員体制 常勤 非常勤 計 業務内容 

介護支援専門員 3名 0名 3名 相談援助、給付管理業務 

主任介護支援専門員 2名 0名 2名 居宅介護支援、介護支援専門員への助言や指導。地域

包括ケアシステムの構築 

事務職員 １名 名 １名 相談窓口受付、給付管理業務補助 

１． 担当介護支援専門員 

あなたを担当する介護支援専門員は、                  です。 

やむを得ない事由で変更する場合は、事前に連絡を致します。  

連絡先は 075-415-8585です。※営業時間外は留守番電話対応になります。 

営業時間外にてお急ぎのご相談の場合は 090-3840-7191までお電話ください。 

 

2. 事業の目的        

 京都高齢者生活協同組合くらしコープが開設する 介護支援センター紫野きらく庵（以下「事業所」という。）が行う指定

居宅介護支援の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業

所の介護支援専門員その他の従業者（以下「介護支援専門員等」という。）が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指

定居宅介護支援を提供することを目的とします。 

 

3. 運営の方針 

（1） 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるように配慮して行います。 

（2） 利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、

多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

（3）利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は

特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。 

（4） 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等と

の連携に努めます。 

 （5） 事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年

厚生省令第38号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。 

 

4. 利用料金等 

居宅介護支援利用費は、下記表のとおりです。（１単位単価＝10.7円） 

要介護認定を受けられた方は、居宅介護支援については、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 

ただし、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、支援事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。そ

の場合、利用者様は１箇月につき要介護度に応じて下記の利用料をお支払い下さい。利用料のお支払いと引き換えにサービ

ス提供証明書と領収書を発行します。 
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【基本単位数】（１ヶ月につき） 

 要介護１・２ 要介護３～５ 備考 

居宅介護支援費（Ⅰ） １０86単位 1411単位 介護支援専門員1人あたりの担当利用者数45件未満の場

合 

【加算・減算】（１ヶ月につき） 

特定事業所加算（Ⅱ） 421単位 常勤の主任介護支援専門員を配置するなど質の高いケアマネジメントを推進して

いる場合。（A）は退院･退所加算やターミナルケアマネジメント加算等の算定要件

を満たした場合にⅠ～Ⅲと同時に算定。 

初回加算 300単位 新規に居宅サービス計画を策定した場合 

要介護状態区分の 2段階以上の変更認定を受けた場合 

入院時情報連携加算Ⅰ 250単位 ・入院した日のうち（営業日以外の日の入院は翌日含む）に情報提供（提供方法は

問わない） 

入院時情報連携加算Ⅱ 200単位 ・入院後 3 日以内（営業日以外の日の入院は翌日含む）に情報提供（提供方法は

問わない） 

退院・退所加算 450～900単位 入院等期間中に 3回まで算定することを可能とする 

通院時情報連携加算 50単位 利用者が医師または歯科医師の受診を受ける際に同席し、医師等と必要な情報

を共有したうえで、ケアプランに記録した場合 

緊急時等居宅カンファレ

ンス加算 

200単位 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅

を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行

った場合。1月に 2回を限度として算定できること 

ターミナルケアマネジメン

ト加算 

400単位 ターミナル期に通常より頻回な訪問にて、状態変化やサービス変更の必要性を把

握し 利用者の心身の利用状況を記録し、主治医や居宅サービス事業者に提供した

場合 

運営基準違反減算 50/100で算定 運営基準に沿った、適切な居宅介護支援が提供 できていない場合 

特定事業所集中減算 ▲200単位 正当な理由なく、居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等について、特定

の事業所の割合が80％以上である場合 

5．相談、要望、苦情の窓口 

 ・居宅介護支援に関する相談、要望、苦情等は上記介護支援専門員である管理者（浦野 美奈子）までお申し付けください 

（電話075‐415‐8585）。 

 ・当事業所以外に保険者である市町村の相談・苦情窓口や京都府国民健康保険連合会の苦情処理窓口（電話075-354-9090） 

に苦情を伝えることができます。 

区役所・健康長寿推進課 

所在地・電話番号 

北 区： 北区紫野東御所田町33-1          075-432-1364 

上京区：上京区今出川通室町西入堀出シ町289   075-441-5106 

6．居宅介護支援の申し込みからサービスの提供までの流れと主な内容 

主な流れ 流れと内容の概略 

① （相談）申し込み、受付 

         ↓ 

② 契約・個人情報同意 

アセスメント 

      ↓ 

③ サービス事業所の選定 

         ↓ 

④ ケアプラン原案作成 

         ↓ 

⑤ サービス担当者会議等 

         ↓ 

⑥ サービスの提供開始 

         ↓ 

⑦ ケアプランの評価 

 

① 居宅サービス計画書作成等、利用申し込みの依頼を受け付けます。 

 

② 利用者宅を訪問し、重要事項説明書、契約締結後、利用者・家族と相談の上、課題分析（ア

セスメント）を行います。 

 

③ サービス事業所の選定を行います。（複数の事業所より選択いただけます。） 

 

④ 居宅サービス計画書（ケアプラン）の原案を作成致します。 

 

⑤ サービス提供事業所を手配し、サービス担当者会議を開催いたします。 

 

⑥ サービス事業所がケアプランに基づいてサービスを開始いたします。 

 

⑦ 利用者宅を月 1回以上訪問し、サービス提供後の利用者の状態及びその置かれている環

境等について定期的に再評価を行い（モニタリング）、状態やニーズの変化等に応じてケア

プランの見直しを行います。 
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7．緊急時・事故発生時の対応 

  サービス提供中に緊急の対応が必要になった場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、緊急時連絡先（家族等）へ連絡す

るとともに必要な措置を講じます。 

  また、万が一何らかの事故が起こった場合は、適切な対応を行うとともに、京都市、市町村及び当該利用者の家族等に連絡を

行います。 

8．秘密の保持と個人情報の保護について 

⑴ 利用者、その家族に関する秘密の保持について事業者はサービスを提供するうえで知り得た、利用者及びその家族に関す

る秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密保持義務は、契約終了後も継続します。 

⑵ 個人情報の保護について事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサー ビス担当者会議において、利用者の個

人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議で用いませ

ん。 

事業者は、利用者とその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、注意をもって管理し、また処分の際にも第三者

への漏洩を防止します。 

 

＜居宅介護支援提供に関する同意について＞ 

  居宅介護支援の提供を受けるにあたって、次の各号に定める個人情報の使用目的の事由について同意をお願いします。 

（1） 要介護認定にかかわる調査内容、介護認定審査会による判定結果、意見及び主治医意見書を居宅介護支援事業者、居宅

サービス事業者又は介護保険施設の関係者に提示すること。 

（2）各サービス提供者の参加によって行われるサービス担当者会議等に、契約者及びその家族の個人情報を提示すること。 

（3）利用者が医療系サービスを希望している場合、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の 

医師等に対してケアプランを交付すること。 

（4）担当する地域包括支援センター又は居宅サービス事業者・関係施設等との連携を図るため、必要な情報を提供すること。 

（5）訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が 

把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な 情報伝達を行うこと。 

（6）障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度 

の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必 

要がある旨を明確にすること。 

（7）居宅介護支援の提供の開始後、もし入院された場合、担当ケアマネジャーの氏名と当事業所の連絡先を入院先医療機関 

にお伝えいただくこと。 

（8）介護支援専門員実務研修実習における実習生指導のため、実習生の同行訪問と実習生のアセスメント、課題分析、模擬ケア 

  プラン作成に伴うご協力を頂けること。 

 

9． 質の高いマネジメントの提供  

① 当事業所が作成したケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙の 

「居宅介護支援サービス利用割合等説明書」のとおりとなります。  

② 居宅介護支援専門員法定研修や自己研鑽等の研修会に参加し常に新しい情報を取り入れて利用者のサービス向上を 

   図っております。 

サービスの第三者評価の実施状況について 

       事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。 

【実施の有無】 R6年1月28日 

【実施した直近の年月日】 R6年1月28日 

【第三者評価機関名】 京都府介護支援専門員会 

【評価結果の開示状況】 R7年度第三者評価HPにて 

 

②  利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画 

に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく

申し出てください。 
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10. 業務継続計画の策定等について 

 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じ

ます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

11. 身体的拘束等について 

 

事業所は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利

用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)～(3)の要件をすべて満たすときは、利

用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及

び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、５年間保存します。 

また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 切迫性･･････直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えら

れる場合。 

（2） 非代替性････身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解

く場合。 

 

12.ハラスメント対策 

事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場や現場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境や利用者又はそのご

家族等の生活が害されることを防止するための方針の明確化等必要な措置を講じます。 

※居宅介護サービスの利用にあたってご留意いただきたい事項  

＜禁止行為＞ 

① 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

② 職員に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為） 

③ 職員に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為）  

以上のいずれかの事象が起こった場合には、事業者は相当な期間の経過後介護サービス契約 

を、解除させていただきます。 

 

13.虐待防止について (虐待防止に関する事項) 

 

1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図

る。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備する。 

（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４） 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者) による虐待を 

受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報します。 
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◆ 居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び説明書にもとづいて、重要事項を説明しました。 

 法人名  京都高齢者生活協同組合くらしコープ 

 住  所  京都市北区紫野東野町１番地５ 

 代表者名  理事長   後寳  三郎     

 

事業所名  介護支援センター 紫野きらく庵 

事業所住所 京都市北区紫野東舟岡町27番地15  

 

令和   年  月  日         説明者                    

 

 

◆ 私は、重要事項説明書に基づいて居宅介護支援のサービス内容及び重要事項の説明を受け、その内容および以下の項目

について同意の上、本書面を受領しました。 

イ) 私は、利用可能な事業所を複数の紹介を受けられることや、計画書に位置付けられた事業所の紹介を受けた場合は、そ

の理由の説明を求めることが出来ることについての説明を受けました。 

ロ) ご利用中の訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、訪問の際に介護支援専門員自身

が把握した利用者の状態等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な 情報伝達を行うこ

とについて了解しました。 

ハ) もし私が入院した場合、担当介護支援専門員の氏名と事業所の連絡先を、入院先医療機関に報告します。 

ニ） 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用割合については別紙「居宅介護

支援サービス利用割合等説明書」にて説明を受けました。 

 

 

 

利用者本人        住 所                                  

 

                       氏 名                               

 

    利用者家族     住 所                                   

 

                       氏 名                               

 

（署名・法定）代理人     住 所                                    

 

                             氏 名                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


